神奈川災害時帰宅困難者ウォークの取り組み紹介

かながわ帰宅困難者支援エキスパートを作ろう

神奈川帰宅困難者ウォーク実行委員会
ＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会　２００８年１月５日
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◆取り組みが遅れている神奈川の帰宅困難者支援対策

国の中央防災会議では、平成１５年５月～１７年７月において「首都直下地震対策専門調査会」を開催し、その被害想定の中で、避難者、帰宅困難者については、それぞれ約７００万人（うち避難所生活者約４５０万人）、約６５０万人の発生を想定しています。

帰宅困難者とは、災害時において、自宅までの距離が遠く、徒歩による帰宅が困難な人を言い、帰宅距離２０ｋｍ以上の人は全員「帰宅困難」としています。

そして、以下のような帰宅困難者対策の実施を打出しています。

（1） 一斉帰宅行動者を減らす対策　

膨大な数の帰宅困難者の発生が予想されるため、都心部から居住地に向けて一斉に帰宅行動をとった場合、鉄道駅周辺や路上に膨大な滞留者が発生し、応急対策活動の妨げとなるなどの混乱が生じる。

国、地方公共団体は、「むやみに移動を開始しない」という帰宅困難者に対する基本原則の周知・徹底を図る。平日に発生した場合の帰宅困難者は、企業や学校に所属する人が多いため、地方公共団体は、企業や学校の協力による帰宅行動者の軽減対策を図る。企業・学校等は、自ら、自社従業員や教職員・児童生徒等の一定期間の収容、そのための食料・飲料水及び生活必需品の備蓄、家族を含めた安否確認等の体制整備を図る。

また、企業は、国、地方公共団体の協力の下、来客者等の一時的な収容、地方公共団体が準備している一時的非難場所への誘導等、企業が果たすべき社会的責任の考え方について検討する。

（2） 安否確認システムの活用　

国、地方公共団体、関係事業者は、災害時の安否確認のためのシステム（災害用伝言ダイヤル（１７１）や災害用伝言板サービス等）が十分に活用されるよう、その認知度の向上を図る。

（3） 徒歩帰宅支援及び搬送　

（１）に記述したように一斉帰宅行動者を減らす対策を推進することは重要であるが、１方で、企業等に所属しない人に対しては速やかに帰宅を支援する必要があること、また、企業等に所属する人でも数日間都心に留まった後は整然と帰宅してもらうことが必要であることから、徒歩帰宅支援及び搬送のための対策を実施する。

地方自治体は、地域住民の避難所として指定されていない公共施設等を帰宅途上の人たちへの一時休憩施設とし提供できるよう協定の締結に努める。また、駅、郵便局、コンビニエンスストア、ガソリンスタンド及びその他街頭において情報提供スポットを整備して被災情報や交通情報の提供を行う。また、道路管理者は、道路情報板等を活用して道路の被災に関する情報を提供する。

災害発生時には、国、地方公共団体、関係事業者は、船の利用、折り返し駅整備や早期運転再開による鉄道の運行の確保及び臨時バスの早期運行など、多様な交通手段を確保し、帰宅支援を行う。その際、関係事業者は、輸送障害発生時の乗客に対する適切な情報提供等を行う。

（4） 周辺地域の救援活動　

国、地方公共団体、企業は、帰宅困難者が被災者としてでなく、地域救援活動の戦力にもなりうるという観点から、都心部に留まった帰宅困難者について救援活動の担い手としての役割についても検討する。

以上のように様々な提案と施策が個別に詳しく述べられているが、これらの事項を実施に移しているところは少ないといえる。帰宅困難者対策は、国、地方公共団体、企業、学校だけでなく、鉄道管理者､道路管理者、情報管理者等の協力も不可欠であり、被災地でもある地域住民の支援と協力も必要です。東京都や千代田区、新宿区等の東京都心部の地方自治体では、帰宅困難に関する専用のホームページを立ち上げたり、広域避難所を指定したり、関係地域での住民や企業等の参加を得て帰宅困難問題に関する大規模な防災訓練等を開催したりしていますが、これでも十分とは言えないというのが現実です。なお、神奈川においては、それすらも十分対応が出来ていないという厳しい現状だと言わざるを得ません。

· 神奈川における帰宅困難者訓練ウォーク大会の歴史について
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市民による帰宅困難者問題の取り組みは、阪神淡路大震災の次の年から開始されています。まず、東京で平成８年（１９９６年）９月１日に「帰宅難民の会」が結成され都庁前から自宅まで歩く大会が開始されました。　
　神奈川では平成１０年（１９９８年）に、当時の都市防災研究会と神奈川県歩け歩け協会を軸に取り組みが開始されました。また、京都でも平成１１年（１９９９年）に取り組みが開始されています。
　一方、神奈川では９月１日の防災の日周辺の日曜日における神奈川県の八都県市防災訓練において、災害救援ボランティアの訓練参加が開始されることに合わせて、帰宅困難者訓練が神奈川県歩け歩け協会の協力で平成１４年（２００２年）から始まりました。また、川崎市の防災訓練にもかわさき歩け歩け運動連合会が災害ボランティアと協力して独自に帰宅困難者ウォークに取り組んできています。また、最近では東京災害ボランティアネットワークが年数回独自に帰宅困難者ウォーク大会に取り組みを開始しています。
　このように、市民側からの災害時における帰宅困難者問題への積極的な取り組みが展開されてきました。
　一方、国の中央防災会議を中心とする防災関係機関の帰宅困難者問題への取り組みも組織的に展開されてきました。
　国では、中央防災会議において昭和６３年１２月に「南関東地域震災応急対策活動要項」が、平成４年８月に「南関東地域直下の地震対策に関する大綱」が決定されれました。その後、平成７年（１９９５年）１月１７日の阪神淡路大震災の教訓に踏まえ平成１０年６月に全面的な見直しが行われ、同要項等を補完し、応急対策活動の実践的な備えを推進するため、医療搬送、広域輸送等の課題分野ごとにアクションプランを検討することとされました。平成１０年８月に中央防災会議主事会議において「南関東地域の大規模地震時における広域医療搬送活動アクションプラン第１次申し合わせ」（平成１２年１２月１４日改正）が行われたほか、平成１２年度から広域輸送プランや帰宅困難者対策についても調査・検討が進められてきました。
　そして、平成１５年５月首都直下地震対策専門調査会が設置され、平成１７年９月「首都直下地震対策大綱」が決定されました。その中で、首都直下地震発生時には、最大で避難者約７００万人（うち避難所生活者約４６０万人）、帰宅困難者約６５０万人の発生が想定されるとされています。
平成１８年４月には「首都直下地震の地震防災戦略」が決定され、避難者対策と帰宅困難者対策について検討すべき具体目標の目安を設定し、さらなる具体化のため「首都直下地震避難対策等専門調査会」が設置されています。
　そこでは、○膨大な数になると予想される避難者に対応するため、避難所に依拠する者そのものを減らす疎開・帰省の奨励・斡旋や、避難所全体としての収容力を増強するためのホテル、空き家等、既存ストックの活用等について具体化を図る○帰宅困難者が駅周辺や路上に滞留し混乱が生じることを防ぐため、「むやみに移動を開始しない」という基本原則の周知・徹底、企業・学校等への従業員・児童生徒等の一定期間の収容、徒歩帰宅者に対する情報や一時休憩施設の提供等について具体化を図るなどの論議が進んでいます。
　これらの動きに合わせて、ガサリンスタンドやコンビニエンスストアの業界が帰宅困難者への支援を行政と協定を結んで取り組み始めました。神奈川県では平成１５年５月にガソリンスタンドの協同組合と、平成１７年８月にコンビニエンスストアの各会社との協定が結ばれています。
　一方、帰宅困難者問題の取り組みは千代田区では平成１６年１月に「東京駅・有楽町周辺地区」平成１７年１２月に「富士見・飯田橋駅周辺地区」で「帰宅困難者対策地域協力会」が地元の町会や企業等によって結成され活動を開始しています。これらの動き合わせて千代田区や新宿区では大規模な帰宅困難者訓練を実施しています。
　そして、以下のような帰宅困難者心得１０ケ条などをホームページなどを通して呼びかけています。
（１）あわてず、さわがず、状況確認
（２）携帯ラジオをポケットに
（３）つくっておこう帰宅地図
（４）ロッカー開けたらスニーカー（防災グッズ）
（５）机の中にチョコやキャラメル（簡易食料）
（６）事前に家族で話し合い（連絡手段・集合場所）
（７）安否確認は、災害用伝言ダイヤルの活用や遠くの親戚を通して
（８）歩いて帰る訓練を
（９）季節に応じた冷暖準備（携帯カイロやタオルなど）
（１０）声を掛け合い、助け合おう
　以上のように、１９９５年（平成７年）の阪神淡路大震災の教訓を受けて開始された帰宅困難者問題への取り組みは、市民側からも行政側からも問題提起の段階から具体的な施策の実施の段階へと入ったと言えます。
　これまで「神奈川帰宅難民の会」として県庁前から各自の自宅までの歩いて帰るというスタイルから、一定の方向に自由歩行形式で歩いて帰宅困難者問題を共通の課題として考え、広域的なネットワークの形成とその検証、そして地域市民へのこの問題のアピール、各ルートにおける問題点の点検、そしてそれらの成果をまとめ発表し資料提供していく課題検証型のスタイルへと移行する必要があるといえます。
　帰宅困難者問題は、従来の地域を中心とする自主防災組織による防災計画では対応できない広域的なネットワーク型の問題であり、情報の提供や交換、それぞれの役割と担当のネットワーク化などが求められる問題でもあります。特に、安否確認や安全確認の情報の適時適切な提供はこの問題の取り組みのポイントともいえます。
　この訓練を通して、これらの問題について認識があり、かつ情報手段や情報獲得及び伝達を習得した核になる人材を育成し配置していくことが求められると思われます。
　首都直下大規模災害においては、東京からの帰宅困難者の受け入れも大きな課題となると思われすが、当面は神奈川県庁から県内４方向に向けた帰宅困難者訓練を２００７年と２００８年の２年間に集中的に行い、神奈川県内におけるこの問題への取り組みの体制を確立し、以下の結果を生みだしていきたい。
(1) ２年間に集中して取り組むことにより、災害時における帰宅困難者問題について市民や行政及び関係団体に強くアピールし共同して取り組む体制つくりをめざす。
特に神奈川県では県レベルの取り組みが開始されたばかりで、市町村区レベル又はターミナル駅周辺、繁華街やビニネス街などにおいて問題意識さえ希薄な現状があるので、これらの関係機関への問題提起と働きかけが必要と思われる。マスコミ等の支援と参加も求めていく必要がある。
(２)県庁から県内４コースへの帰宅困難者訓練ウォークを行うことで、その下見やコース確認などの準備、当日の運営、反省会での総括などを通して帰宅困難者の安全なコース設定や誘導などに関する資料を作成し関係機関等に配布し活用できるようにしていく。
(３)この一連の取り組みを神奈川県内の災害ボランティアに関するいろいろな団体が共に同じ課題と一連の活動を展開することを通してお互いを知り合い、災害時の有効なる情報ネットワークと連携行動に生かしていけるようにしていく。このために、各団体や個人が自分たちの得意としている内容で参加することを推薦し、それぞれの団体や個人が自己アピール出来るように運営内容に工夫をしていく。
(４)この一連の取り組みにおいて、担当者等は毎回新しい人を配置していくことにより災害ボランティアの人材育成につなげていくものとする。そのために、各企画の準備立ち上げは３ケ月以上前から開始し、打ち合わせ会や当日運営、反省会など一連の動きとその活動内容についてマニュアルを作成していくものとする。
(５)歩け企画そのものはＮＰＯ法人神奈川県歩け歩け協会が担当し、無線関係はかながわ災害救援ボランティア支援センターサポートチームが軸になって対応するものとする。
　　この活動を通して「仮称・かながわ災害救援ボランティア・アマチュウ無線ネットワーク」を結成し、災害救援ボランティアの耳と目となる無線とインターネットの専門グループの育成をめざしていく。
（６）この活動への資金確保のため参加費を取るとともに、各団体等に呼びかけて「仮称・かながわ災害救援ボランティア活動支援基金」の確立をめざしていく。
（７）１月２８日（日）の取り組みは、これらの一連の取り組みの第１回目として今後の活動の基本を確立することに配慮し、いろいろな手続きや打ち合わせ、報告等の資料作成をしっかりとしていくものとする。段階的な運動と参加機関の拡大をめざしていく。
そして、２００７年１月２８日（日）に新しいスタイルで、第９回目県庁～横須賀市役所２５キロ・国道１６号線沿いの神奈川帰宅困難者訓練ウォークが開催されました。

その後、５月２７日（日）第１０回・県庁～日比谷公園３０キロ・国道１５号線沿い、１０月２８日（日）第１１回・県庁～平塚市役所３５キロ・国道１号線沿いが開催されています。

· 「神奈川帰宅困難者支援エキスパート」を作ろう

神奈川における帰宅困難者訓練ウォーク大会は、２００８年１月２７日（日）県庁から相模原市役所までの３０キロ・国道１６号線が開催されます。これで、県庁を出発点とする神奈川県内４方向の大きな帰宅困難ルートの全てを歩くことになります。

しかし、１月２８日（日）第９回目県庁～横須賀市役所２５キロ　参加者１０７名、５月２７日（日）第１０回・県庁～日比谷公園３０キロ　参加者５３名、１０月２８日（日）第１１回・県庁～平塚市役所３５キロ　参加者４７名、そしてそれぞれ同数の災害ボランティア及び歩け関係者のボランティア数と､残念ながら参加者が少ないのが現状です。

この原因として、帰宅困難者の問題が市民の重要な課題として充分認識されていないこと、帰宅困難の問題にかかわる行政やマスコミ、企業等の連携や支援・協力関係が確立されていないこと、私たちの宣伝や根まわしが不十分なことなどが考えられますが、実際にこの大会に参加した方々からのアンケートを見ると、このような機会に一定の距離の帰宅困難者予定コースを自分の足で歩きとおし街の様子を確認できたことに対して大きな評価をいただいています。

帰宅困難に関する地図や本がよく売れているとのことですが、本等で知った知識と実際にそのルートを歩いて得た感覚と風景は、それ以上のインパクトがあり、帰宅困難の状況に陥った場合に対する自分は歩けるという自信に繋がっていくものと思われます。

また、集団で歩いたことを通して、帰宅困難の課題に対する共通の認識と、街々の実際の様子を体験を通して共通問題として話すことが出来る仲間の形成が出来たと思われます。

アンケートでは、その他にそのルートのいろいろな改善点やガソリンスタンド、コンビニエンスストア等の支援組織のあり方、行政等への提案など多くの問題が示されています。

そして、県庁での出発式、各チェックポイントやゴール等での各地域の災害ボランティアの支援活動、炊き出しや飲み物等の提供、アマチュア無線等による情報伝達訓練など、このウォークを軸にして様々な関連のネットワークの形成と訓練が展開されています。

このように現状では参加者数が少なく当初の目的はまだまだ達成されていませんが、今後避けることは出来ないといわれている大規模地震等の災害時において、神奈川における帰宅困難者問題の取り組みは絶対に必要な事項であり、私たちの取り組みはますます必要性を増していくものと思います。

そして、この間の３回にわたる神奈川県内の帰宅困難者訓練ウォーク大会において、多くの市民がそのルートを一緒に歩き、共通の土地感を持ち、共通の話題を話すことが出来る状況を作り出すことは、いざとなった場合の情報伝達とその認識において大いに役に立つものと思われます。そのような人材が神奈川県内で数千の単位で存在し災害時において各地域で活動すれば、神奈川全体の災害救援活動をよりスムーズにし、共通の目的に向って自分の活動を自己規定していくことに為になると思われます。特に、行政関係や災害ボランティアを志す人は自分たちの担当する地域や分野を越えて、神奈川全体の視点からそれらの活動を捉えることが出来る基礎的体験を生み出すものになると思われます。

以上のことから、神奈川における帰宅困難問題の取り組みを市民側から行うために、神奈川県内の基本的な４コースの帰宅困難コースの完歩、そして地震災害や帰宅困難及び救援活動の基礎的知識の習得を義務つけた「神奈川帰宅困難者支援エキスパート」認証制度の創設を提案したいと思います。

「神奈川帰宅困難者支援エキスパート」には次のような活動を期待したいと思います。

1 神奈川県内の主要なる帰宅困難４コースを実際に歩くことを通して、帰宅困難問題に対する知識と認識を深め、それらを地域や企業、学校等の防災計画に生かし、いざとなった場合に率先してその実行に取り組むものとします。

2 神奈川県内の主要なる帰宅困難４コースを実際に歩くことを通して、そのコースにおける帰宅困難に関する改善点を提案すると共に、関係団体等のネットワークを深め、帰宅困難問題の市民への関心を高めていくものとします。

3 帰宅困難の問題を切り口にして、地域や企業、学校等の防災力を高め、普段より防災に関する取り組みが組織的に展開できるようにします。

4 神奈川県内の災害救援に関するネットワークの形成に努め、情報の伝達の確立をめざします。

5 そして、特にいざとなった時に帰宅困難者対策に率先して取り組みます。

「神奈川帰宅困難者支援エキスパート」認証制度の確立に向けては、神奈川県内の各方面の支援と協力をいただけるよう働きかけていきたいと思います。

　そして、２００８年１月２７日（日）県庁から相模原市役所までの３０キロ・国道１６号線の第１２回大会より認証大会を開始したいと思います。そして、順次開催される各コースのウォーク大会と共に、大会の前に帰宅困難及び防災に関する理論研修会を開催し、その習得を促していきたいと思います。

　ご支援・ご協力よろしくお願いします。

	神奈川帰宅困難者支援エキスパート・スタンプ帳

神奈川帰宅困難者ウォーク実行委員会

	　　　　年　　月　　日

県庁～相模原市役所３０キロ
	　　年　　月　　日

県庁～日比谷公園３０キロ

	　　年　　月　　日　

県庁～平塚市役所３５キロ

	年　　月　　日

県庁～横須賀市役所２５キロ

	年　　月　　日

帰宅困難・防災理論研修会


神奈川帰宅困難者支援エキスパート・スタンプ帳案

